
 

研修名 

専門課程 会計事務 【オンライン】 （平成３０年度～） 

（昭和４４～平成４年度：「会計事務」、 

平成５～２９年度：「会計事務〔基礎〕、会計事務〔専門〕」） 

事務 技術 

○ ○ 

 

目 的・ 

重点事項 

国の会計制度に関する基礎知識を修得させることを目的とする。 

以下の点を重点項目とする。 

 ① 国の会計制度の仕組みについての基礎的知識の付与 

 ② 適正かつ効率的な会計処理能力の向上 

 ③ 演習（設問回答）において、収入・支出・契約制度等について基本的事項に関す

る課題を設定し、その解決方策について研修員自身で検討することによる問題処理

能力の向上   

 

対象者 

 本省、施設等機関、特別の機関、地方支分部局、外局及び内閣府沖縄総合事務局の職

員で、会計事務を担当する行政職（一）１～３級の者（同等の者を含む）及び会計事務

を新たに担当することとなった者又は会計事務経験が概ね２年未満の者 

 

 

定員(人) 

※目安 

国土交通省 他府省 地方公共団体 独立行政法人等 団体 計 

１２９ １    １３０ 

研修期間 
２２．０時間 

３日間 

令和６年  ７月 ８日（月）～ 

令和６年  ７月１０日（水） 

 

 

カリキュラ

ム内容 

(予定時間) 

１．講義（１６．０ １６．５） 

 ① 計算証明・会計検査院制度、契約制度、旅費制度、物品管理制度、債権管理制

度、国有財産制度（１０．５） 

 ② 国の会計制度（１．０ １．５） 

 ③ 予算制度、決算制度（３．５） 

 ④ 会計事務におけるコンプライアンス（１．０） 

２．課題研究等（３．７５ ２．２５） 

  （演習（昨年度：契約、国有財産、物品管理等についての基本的事項５題）） 

３．その他（２．２５ ３．２５） 

 （入校式、修了式 等） 

計 ２２．０ 

 

前年度からの 

主な変更点 
・定員増（１００人→１３０人） 

担当 

国交大・本省 

 柏研修センター教務課（TEL：０４－７１４０－８７７７） 

〔募集・内容について〕大臣官房会計課（TEL：０３－５２５３－８２００） 

備  考  携行品「国土交通省会計実務要覧」 

 


